
一
般
国
道

二
九
四
号

路
線
名

告

示
白
河
市
大
信
町
屋
字
中
田

一
番
一
地
先
か
ら

同

市
大
信
町
屋
字
町
屋

一
九
五
番
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

九
・
〇
〜

三
五
・
〇

六
・
五
〜

三
一
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

三
一
一
・
五

三
一
一
・
五

延

長
(

メ
ー
ト
ル)

一
般
国
道
三
五
二
号

路

線

名

一
般
国
道

三
五
二
号

路
線
名

南
会
津
郡
南
会
津
町
八
総

字
岩
下
数
間
沢
三
四
番
地

先
か
ら

同

郡
同

町
八
総

字
岩
下
数
間
沢
三
四
番
地

先
ま
で

区

間

南
会
津
郡
南
会
津
町
八
総
字
岩
下
数
間
沢
三
四
番

地
先
か
ら

同

郡
同

町
八
総
字
岩
下
数
間
沢
三
四
番

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
七
・
〇
〜

七
四
・
五

三
五
・
〇
〜

八
四
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
二
年
一
〇

月
二
〇
日

供
用
開
始
の
期
日

三
六
三
・
〇

三
六
三
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
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毎
週
火
・
金
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日
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行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
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目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

五
五
九

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

五
五
九

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

五
六
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
六
〇
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県
道
赤
柴
中
島
線

路

線

名

公

告
相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
新
地
一
番
一
地
先
か

ら同

郡
同

町
谷
地
小
屋
字
萩
崎
一
九
番
一
地
先

ま
で 供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
二
年
一
〇

月
一
五
日

供
用
開
始
の
期
日

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
３
４
４
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
地
方
税
電
子
申
告
支
援
サ
ー

ビ
ス
提
供
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品

等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政

令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
22年
10月
15日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

福
島
県
地
方
税
電
子
申
告
支
援
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
総
務
部
財
務
総
室
税
務
シ
ス
テ
ム
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
22年
９
月
10日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
７
番
１
号

５
落
札
金
額

9,387,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
22年
７
月
30日

(税
務
シ
ス
テ
ム
課
)

公
告
第
三
百
四
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
六
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
地
域
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
鏡
石

三

代
表
者
の
氏
名

糸
井

牧
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
岩
瀬
郡
鏡
石
町
前
山
百
十
三
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
自
閉
症
を
主
と
す
る
発
達
障
が
い
児
者
に
対
し
て
視
覚
的
支
援
と
物
理
的
構
造
化

を
用
い
た
療
育
的
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
能
力
に
応
じ
て
自
立
と
就
労
に
向
け
た
技
能
を
獲

得
し
、
障
が
い
特
性
を
活
か
し
た
社
会
参
加
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)
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